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は
じ
め
に

　

二
〇
一
六
年
慶
應
法
学
会
の
テ
ー
マ
は
「「
越
境
」
す
る
人

び
と
―
―
拡
散
と
統
合
―
―
」
で
あ
り
、
報
告
者
に
与
え
ら
れ

た
課
題
は
「
移
民
・
難
民
を
め
ぐ
る
国
際
法
」
で
あ
る
。
そ
こ

で
、
ま
ず
こ
の
問
題
に
適
用
で
き
る
条
約
規
定
は
何
か
を
検
討

し
、
現
在
生
じ
て
い
る
問
題
を
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。

　

近
年
、
自
国
を
脱
出
し
て
主
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
目
指
す
移
民

と
難
民
が
数
多
く
押
し
寄
せ
、
欧
州
各
国
は
対
応
を
迫
ら
れ
て

い
る（1
（

。
出
入
国
管
理
は
基
本
的
に
各
国
の
国
内
法
に
よ
っ
て
規

律
さ
れ
る
事
項
で
あ
り
、
各
国
は
自
国
が
国
際
法
上
負
う
義
務

に
合
致
す
る
形
で
国
内
法
を
制
定
し
て
い
る（（
（

。

　

現
在
、
人
権
と
し
て
の
移
動
の
自
由
（Freedom

 of 
M

ovem
ent

（
を
強
調
す
る
学
説（（
（

が
展
開
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、

国
は
「
越
境
」
す
る
人
々
を
受
け
入
れ
る
義
務
を
国
際
法
上
負

う
も
の
で
は
な
い
。

　

一
九
四
八
年
世
界
人
権
宣
言
一
三
条
二
項
は
「
す
べ
て
人
は
、

自
国
を
含
む
い
ず
れ
の
国
か
ら
も
立
ち
去
る
権
利
お
よ
び
、
自

国
に
帰
る
権
利
を
有
す
る
。」
と
し
、
一
四
条
一
項
は
「
す
べ

て
人
は
、
迫
害
を
免
れ
て
他
国
に
庇
護
を
求
め
、
享
受
す
る
権

利
を
有
す
る
。」
と
し
た
が
、
こ
れ
が
国
に
人
の
受
入
れ
を
義

務
付
け
る
も
の
と
い
う
解
釈
は
一
致
を
み
て
い
な
い
。

　

一
九
六
六
年
市
民
的
及
び
政
治
的
権
利
に
関
す
る
国
際
規
約

（
以
下
、「
自
由
権
規
約
」
と
す
る
（
一
二
条
二
項
は
「
す
べ
て
の

者
は
、
い
ず
れ
の
国
（
自
国
を
含
む
。（
か
ら
も
自
由
に
離
れ
る

こ
と
が
で
き
る
。」
と
し
、
同
四
項
は
「
何
人
も
、
自
国
に
戻

る
権
利
を
恣
意
的
に
奪
わ
れ
な
い
。」
と
し
た
。
人
は
自
国
を

離
れ
る
こ
と
は
自
由
で
あ
る（（
（

が
、
他
国
に
受
入
れ
を
求
め
る
権

利
ま
で
は
国
際
法
上
認
め
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
報
告
一

　
　
　

移
民
・
難
民
を
め
ぐ
る
国
際
法

　

尹　

仁
河
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そ
れ
で
は
、
移
民
お
よ
び
難
民
に
関
す
る
条
約
は
、
越
境
す

る
人
々
の
保
護
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
の
か
。

一
　
移
民

　

１　

条
約

　
「
移
民
」
と
は
経
済
的
理
由
で
越
境
を
し
、
他
国
に
お
い
て

生
計
を
立
て
る
人
々
を
指
す
。
移
民
の
処
遇
に
つ
い
て
は
、
自

由
権
規
約
二
条
一
項
「
こ
の
規
約
の
各
締
約
国
は
、
そ
の
領
域

内
に
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
管
轄
の
下
に
あ
る
す
べ
て
の
個
人
に

対
し
、
人
種
、
皮
膚
の
色
、
性
、
言
語
、
宗
教
、
政
治
的
意
見

そ
の
他
の
意
見
、
国
民
的
若
し
く
は
社
会
的
出
身
、
財
産
、
出

生
又
は
他
の
地
位
等
に
よ
る
い
か
な
る
差
別
も
な
し
に
こ
の
規

約
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
権
利
を
尊
重
し
及
び
確
保
す
る
こ
と

を
約
束
す
る
。」
と
の
規
定
が
常
に
指
標
と
な
る
（
５
（。

　

国
際
法
上
「
移
民
」
は
「
移
住
労
働
者
」
と
し
て
保
護
の
対

象
と
な
っ
て
き
た
。
国
際
労
働
機
関
（International Labor 

O
rganization, ILO

（
が
長
年
こ
の
問
題
に
取
り
組
み
、
移
住

労
働
者
が
劣
悪
な
環
境
で
の
労
働
に
従
事
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
、

賃
金
、
休
暇
、
労
働
災
害
補
償
な
ど
で
差
別
を
受
け
る
こ
と
を

問
題
視
し
、
条
約
と
勧
告
を
採
択
し
て
き
た
。
こ
の
流
れ
を
受

け
、
一
九
九
〇
年
に
移
住
労
働
者
保
護
条
約
が
国
連
で
採
択
さ

れ
た（（
（

。
本
条
約
は
移
住
労
働
者
を
「
自
己
の
国
籍
国
で
な
い
国

に
お
い
て
、
報
酬
活
動
に
従
事
す
る
予
定
で
あ
る
か
、
現
に
従

事
し
て
い
る
か
、
ま
た
は
、
従
事
し
て
き
た
者
」（
二
条
一
項
（

と
定
義
し
、
自
由
権
と
社
会
権
を
内
国
民
と
同
様
に
保
障
す
る
。

在
留
資
格
が
適
法
で
は
な
い
労
働
者
で
あ
っ
て
も
基
本
的
自
由

を
尊
重
す
る
と
し
て
い
る
。

　

他
方
、
不
法
移
民
の
取
締
り
に
つ
い
て
は
、
二
〇
〇
〇
年
国

連
国
際
組
織
犯
罪
防
止
条
約
の
も
と
、
人
身
取
引
防
止
議
定
書

お
よ
び
移
民
密
入
国
防
止
議
定
書
が
あ
る
。
移
民
密
入
国
防
止

議
定
書
に
お
い
て
「
移
民
を
密
入
国
さ
せ
る
こ
と
」
と
は
、

「
金
銭
的
利
益
そ
の
他
の
物
質
的
な
利
益
を
直
接
又
は
間
接
に

得
る
た
め
、
締
約
国
の
国
民
又
は
永
住
者
で
な
い
者
を
当
該
締

約
国
に
不
法
入
国
さ
せ
る
こ
と
（
三
条
⒜
（」
で
あ
り
、
締
約

国
は
こ
れ
を
国
内
法
に
お
い
て
犯
罪
と
す
る
義
務
を
負
う
。

　

２　

Ｉ
Ｏ
Ｍ

　

前
記
条
約
よ
り
も
、
越
境
す
る
人
々
の
保
護
に
実
際
に

関
わ
っ
て
い
る
の
は
、
国
際
移
住
機
関
（International 

O
rganization for M

igration, 

以
下
Ｉ
Ｏ
Ｍ
と
す
る
（
で
あ
る
。

一
九
五
一
年
暫
定
欧
州
移
民
移
動
政
府
間
委
員
会
と
し
て
発
足

し
、
一
九
八
九
年
に
世
界
的
な
人
の
移
住
の
問
題
を
専
門
に
扱
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う
国
際
機
構
と
な
っ
た
も
の
で
、
現
在
一
六
二
カ
国
が
加
盟
す

る
。
Ｉ
Ｏ
Ｍ
は
、「
正
規
の
ル
ー
ト
を
通
し
て
、
人
と
し
て
の

権
利
と
尊
厳
を
保
障
す
る
形
で
行
わ
れ
る
人
の
移
動
は
、
移
民

と
社
会
の
双
方
に
利
益
を
も
た
ら
す
」
と
い
う
基
本
理
念
に
基

づ
き
、
移
民
個
人
へ
の
直
接
支
援
か
ら
関
係
国
へ
の
技
術
支
援
、

移
住
問
題
に
関
す
る
地
域
協
力
の
促
進
に
い
た
る
ま
で
、
幅
広

い
活
動
を
続
け
て
い
る
。
Ｉ
Ｏ
Ｍ
は
移
民
に
関
す
る
デ
ー
タ
を

継
続
的
に
収
集
し
て
お
り
、
二
〇
一
六
年
上
半
期
に
は
地
中
海

を
渡
っ
て
欧
州
に
到
着
し
た
人
が
約
二
一
万
人
、
そ
の
う
ち
命

を
落
と
し
た
人
は
約
二
八
〇
〇
人
に
上
る
と
い
う（7
（

。
“Missing 

M
igrant Project

（
8
（

”で
は
越
境
し
よ
う
と
し
て
行
方
不
明
に

な
っ
た
死
者
数
を
地
域
別
に
公
表
し
て
い
る
。

二
　
難
民

　

１　

条
約

　

⑴　

定
義

　

難
民
を
法
的
保
護
の
対
象
と
す
る
条
約
と
し
て
、
一
九
五
一

年
難
民
の
地
位
に
関
す
る
条
約
（
以
下
、「
難
民
条
約
」
と
す
る
（

が
あ
る（9
（

。
難
民
条
約
は
難
民
を
「
一
九
五
一
年
一
月
一
日
前
に

生
じ
た
事
件
の
結
果
と
し
て
、
か
つ
、
人
種
、
宗
教
、
国
籍
若

し
く
は
特
定
の
社
会
的
集
団
の
構
成
員
で
あ
る
こ
と
又
は
政
治

的
意
見
を
理
由
に
迫
害
を
受
け
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
い
う
十
分

に
理
由
の
あ
る
恐
怖
を
有
す
る
た
め
に
、
国
籍
国
の
外
に
い
る

者
で
あ
っ
て
、
そ
の
国
籍
国
の
保
護
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な

い
も
の
又
は
そ
の
よ
う
な
恐
怖
を
有
す
る
た
め
に
そ
の
国
籍
国

の
保
護
を
受
け
る
こ
と
を
望
ま
な
い
も
の
及
び
こ
れ
ら
の
事
件

の
結
果
と
し
て
常
居
所
を
有
し
て
い
た
国
の
外
に
い
る
無
国
籍

者
で
あ
っ
て
、
当
該
常
居
所
を
有
し
て
い
た
国
に
帰
る
こ
と
が

で
き
な
い
も
の
又
は
そ
の
よ
う
な
恐
怖
を
有
す
る
た
め
に
当
該

常
居
所
を
有
し
て
い
た
国
に
帰
る
こ
と
を
望
ま
な
い
も
の
」

（
一
条
Ａ
⑵
（
と
定
義
す
る
。
そ
し
て
、「
締
約
国
は
、
難
民
を
、

い
か
な
る
方
法
に
よ
っ
て
も
、
…
…
生
命
又
は
自
由
が
脅
威
に

さ
ら
さ
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
領
域
の
国
境
へ
追
放
し
又
は
送
還

し
て
は
な
ら
な
い
」（
三
三
条
（
と
義
務
付
け
て
い
る
。
当
初

こ
の
追
放
・
送
還
の
禁
止
（
ノ
ン
ル
フ
ー
ル
マ
ン
原
則
（
は
国

対
国
の
義
務
で
あ
っ
た
が
、
現
在
は
難
民
の
権
利
と
な
っ
た
と

す
る
学
説
が
あ
る（（（
（

。

　

一
九
六
七
年
に
は
難
民
の
地
位
に
関
す
る
議
定
書
が
で
き
る

が
、
こ
れ
は
難
民
条
約
の
時
間
的
お
よ
び
地
理
的
制
限
を
撤
廃

し
た
も
の
で
あ
る
。
広
範
な
義
務
を
負
う
こ
と
を
避
け
た
い
諸

国
は
、
難
民
条
約
に
制
限
を
付
し
て
い
た（（（
（

。
す
な
わ
ち
、
時
間

的
に
は
一
九
五
一
年
一
月
一
日
以
前
に
生
じ
た
事
件
の
結
果
と
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し
て
、
地
理
的
に
は
欧
州
に
お
い
て
／
欧
州
又
は
他
の
地
域
に

お
い
て
（
欧
州
限
定
と
す
る
か
、
欧
州
又
は
他
の
地
域
と
す
る
か
、

締
約
国
が
選
択
で
き
る
（
と
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
制
限
の
た

め
、
一
九
六
〇
年
以
降
特
に
増
加
し
た
ア
フ
リ
カ
の
新
独
立
国

に
は
難
民
条
約
に
加
盟
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
一
九
六
七
年
議
定
書
は
、
難
民
条
約
の
時
間
的
お
よ

び
地
理
的
制
限
を
撤
廃
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ア
フ
リ
カ
諸
国
に

難
民
条
約
へ
の
加
盟
を
促
し
た（（（
（

。

　

⑵　

起
草
過
程

　

こ
こ
で
難
民
条
約
に
い
た
る
ま
で
を
ふ
り
か
え
り
、
難
民
条

約
の
起
草
過
程
を
簡
潔
に
整
理
し
た
い
。
第
一
次
世
界
大
戦
以

前
は
各
国
の
出
入
国
管
理
制
度
が
未
整
備
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ

り
、
人
は
比
較
的
自
由
に
国
境
を
越
え
て
い
た
と
い
わ
れ
る
が
、

以
降
は
越
境
す
る
人
々
が
急
増
し
、
各
国
は
国
境
管
理
を
徹
底

し
た（（（
（

。
各
国
は
国
内
法
を
整
備
し
、
越
境
す
る
人
々
を
追
放
・

送
還
し
た
の
で
あ
る（（（
（

。

　

ロ
シ
ア
革
命
（
一
九
一
七
年
（
と
ト
ル
コ
に
よ
る
ア
ル
メ
ニ

ア
人
虐
殺
（
一
九
一
五
︲
二
一
年
（
も
あ
い
ま
っ
て
、
こ
の
頃

は
旅
券
も
旅
行
証
明
書
も
な
く
越
境
す
る
人
々
が
あ
ふ
れ
か

え
っ
た
。
国
際
連
盟
は
対
応
に
迫
ら
れ
、
一
九
二
一
年
に
ナ
ン

セ
ン
が
難
民
高
等
弁
務
官
と
な
る
。
難
民
条
約
に
は
こ
う
し
た

第
一
次
世
界
大
戦
の
経
験
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
第
二
次

世
界
大
戦
で
は
ナ
チ
ス
か
ら
逃
れ
る
人
々
を
は
じ
め
、
欧
州
だ

け
で
も
数
千
万
人
が
故
郷
を
追
わ
れ
た
。
こ
の
未
曾
有
の
事
態

に
対
処
す
る
た
め
、
一
九
四
六
年
国
際
難
民
機
関
（Inter-
national Refugee O

rganization, IRO

（
が
設
立
さ
れ
た（（（
（

。
難

民
条
約
の
起
草
は
一
九
四
九
年
か
ら
、
国
連
事
務
総
長

M
em

orandum

、A
d H

oc Com
m

ittee

、
経
済
社
会
理
事

会
、
総
会
、
難
民
お
よ
び
無
国
籍
者
の
地
位
に
関
す
る
国
連
全

権
会
議（（（
（

と
続
い
た
。

　

難
民
条
約
の
起
草
段
階
に
お
い
て
、
国
連
事
務
総
長
が
示
し

た
難
民
の
定
義
の
第
一
案
は
「
国
連
総
会
の
決
定
に
し
た
が
っ

て
、
国
連
の
も
と
に
お
か
れ
た
い
か
な
る
人
も
難
民
で
あ
る（（（
（

」

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
国
連
に
決
定
を
委
ね
る
広

い
定
義
は
各
国
に
受
け
入
れ
ら
れ
ず
、
欧
州
に
お
け
る
第
一
次

世
界
大
戦
以
降
の
経
験
に
基
づ
く
定
義
が
議
論
さ
れ
、
難
民
の

「
迫
害
」
要
件
、
す
な
わ
ち
「
迫
害
を
受
け
る
お
そ
れ
が
あ
る

と
い
う
十
分
に
理
由
の
あ
る
恐
怖
」
が
加
わ
っ
た
。
迫
害
事
由

は
市
民
的
お
よ
び
政
治
的
権
利
に
関
わ
る
も
の
と
さ
れ
、
迫
害

の
認
定
は
庇
護
希
望
者
と
そ
の
出
身
国
政
府
と
の
関
係
を
評
価

す
る
も
の
と
な
っ
た（（（
（

。
さ
ら
に
、
自
然
災
害（（（
（

お
よ
び
武
力
紛
争（（（
（
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に
よ
る
も
の
を
除
外
す
る
こ
と
が
明
確
に
意
図
さ
れ
、
難
民
の

範
囲
を
狭
め
た
。

　

難
民
条
約
以
前
は
、
難
民
の
審
査
に
つ
き
「
集
団

（group

（」
ア
プ
ロ
ー
チ
が
と
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
難
民
の

数
が
膨
大
で
個
人
審
査
が
非
実
用
的
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る（（（
（

。

難
民
条
約
は
新
た
に
「
個
人
（individual

（」
ア
プ
ロ
ー
チ
を

採
用
し
、
難
民
を
厳
格
に
定
義
し
た
の
で
あ
る
。

　

２　

Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ

　

国
連
難
民
高
等
弁
務
官
事
務
所
（U
nited N

ations H
igh 

Com
m

issioner for Refugees, 

以
下
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
と
す
る
（
は

一
九
四
九
年
一
二
月
三
日
の
国
連
総
会
決
議
三
一
九
（
Ⅵ
（
に

お
い
て
設
置
が
決
定
さ
れ
、
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
規
程
は
一
九
五
〇
年

一
二
月
一
四
日
の
国
連
総
会
決
議
四
二
八
（
Ⅴ
（
の
附
属
書
と

し
て
採
択
さ
れ
た
。
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
規
程
一
条
は
、
国
連
難
民
高

等
弁
務
官
に
つ
い
て
「
難
民
に
対
し
て
国
連
の
後
援
の
下
に
国

際
的
保
護
を
与
え
る
と
い
う
任
務
を
負
い
、
か
つ
、
こ
の
よ
う

な
難
民
の
自
発
的
帰
還
ま
た
は
新
し
い
国
内
社
会
内
で
の
同
化

を
促
進
す
る
た
め
に
政
府
及
び
、
関
係
国
政
府
に
よ
る
認
可
を

条
件
と
し
て
、
民
間
団
体
を
援
助
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
難
民
問

題
の
恒
久
的
解
決
を
図
る
と
い
う
任
務
を
負
う
」
と
規
定
す
る
。

　

難
民
条
約
上
の
「
難
民
」
の
定
義
は
厳
格
で
あ
る
た
め
、
Ｕ

Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
は
条
約
上
の
難
民
に
限
ら
ず
、
よ
り
広
く
保
護
の
対

象
を
設
定
す
る
と
と
も
に
、
難
民
認
定
や
保
護
の
た
め
の
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
を
多
く
発
表
し
て
い
る（（（
（

。
例
え
ば
「
迫
害
を
受
け
る

お
そ
れ
が
あ
る
と
い
う
十
分
に
理
由
の
あ
る
恐
怖
」
は
、
命
か

ら
が
ら
逃
げ
て
き
た
人
に
は
立
証
が
難
し
い
こ
と
か
ら
、
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
は
「
申
請
者
の
説
明
が
信
憑
性
を
有
す
る
と
思
わ
れ

る
と
き
は
、
反
対
の
十
分
な
理
由
が
な
い
限
り
、
申
請
者
に
利

益
を
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
す
る
。
し
か
し
難
民
条
約

の
当
事
国
で
あ
っ
て
も
こ
う
し
た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
法
的
に
は

拘
束
さ
れ
な
い
た
め
、
各
国
は
難
民
認
定
制
度
に
お
い
て
難
民

の
要
件
を
厳
格
に
審
査
し
て
い
る
。

　

二
〇
一
六
年
六
月
二
〇
日
に
発
表
さ
れ
た
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
の
年

次
報
告
書
『Global T

rends （015

』（（（
（

に
よ
る
と
、
難
民
や
国

内
避
難
民
な
ど
の
「
避
難
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
人
々
」
は
過
去

最
多
の
六
五
三
〇
万
人
と
な
っ
た
。

三
　
問
題
解
決
へ
の
視
点

　

以
上
の
よ
う
に
、
難
民
の
危
機
が
深
刻
化
を
増
す
一
方
で
あ

る
現
在
の
世
界
に
お
い
て
、
肝
心
の
難
民
条
約
は
中
心
的
役
割

を
果
た
せ
ず
に
ま
す
ま
す
周
縁
化
し
て
い
る（（（
（

。
難
民
条
約
の
難
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民
の
厳
格
な
定
義
か
ら
、
条
約
上
の
難
民
に
は
該
当
し
な
い
が

事
実
上
の
保
護
を
ど
う
す
る
か
に
主
眼
が
お
か
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

　

こ
う
し
た
問
題
解
決
の
た
め
、
ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
難
民

条
約
の
難
民
の
定
義
を
変
更
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
当
事
国
の

同
意
を
容
易
に
は
得
ら
れ
ず
困
難
で
あ
ろ
う
。
地
域
的
機
構
で

あ
る
ア
フ
リ
カ
統
一
機
構
（O

rganization of A
frican U

nity, 
O

A
U

（
（（
（

（
は
一
九
六
九
年
に
採
択
し
た
「
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る

難
民
問
題
の
特
殊
な
側
面
を
規
定
す
る
条
約（（（
（

」
の
一
条
に
お
い

て
難
民
を
以
下
の
よ
う
に
広
く
定
義
し
な
お
す
こ
と
で
対
応
し

た
。

一
項　

難
民
条
約
一
条
Ａ
⑵
に
同
じ

二
項　
「
難
民
」
と
は
ま
た
、
外
部
か
ら
の
侵
略
、
占
領
、
外

国
の
支
配
ま
た
は
出
身
国
も
し
く
は
国
籍
国
の
一
部
も
し

く
は
全
体
に
お
け
る
公
の
秩
序
を
著
し
く
乱
す
事
件
の
故

に
出
身
国
ま
た
は
国
籍
国
外
に
避
難
所
を
求
め
る
た
め
常

居
所
地
を
去
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
者
に
も
適
用
さ

れ
る
。

　

難
民
条
約
の
難
民
の
定
義
を
維
持
し
つ
つ
、
他
に
可
能
な
提

案
と
し
て
、
法
的
側
面
、
制
度
面
、
財
政
面
か
ら
の
も
の
が
あ

る
。

　

第
一
は
、
法
的
側
面
か
ら
、
国
際
違
法
行
為
に
対
す
る
国
の

責
任
を
問
う
も
の
で
あ
る
。
難
民
の
入
国
阻
止
事
案
が
各
地
で

多
く
発
生
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
難
民
を
入
国
さ
せ
ず
に

送
還
す
る
と
い
う
国
家
間
の
協
力
は
、
他
国
に
よ
る
国
際
違
法

行
為
を
支
援
又
は
援
助
す
る
も
の
と
し
て
当
該
国
の
責
任
も
生

じ
さ
せ
る
と
い
う
議
論（（（
（

で
あ
る
。
国
連
国
際
法
委
員
会
が
二
〇

〇
一
年
に
採
択
し
た
「
国
際
違
法
行
為
に
対
す
る
国
の
責
任
」

に
関
す
る
条
文
（
国
家
責
任
条
文
（
第
一
六
条
を
根
拠
に
し
て

い
る
。第

一
六
条
（
国
際
違
法
行
為
の
遂
行
に
お
け
る
支
援
又
は
援

助
（
（（
（

（
他
国
に
よ
る
国
際
違
法
行
為
の
遂
行
に
お
い
て
当
該
他
国
を

支
援
又
は
援
助
す
る
国
は
、
次
の
場
合
に
は
、
当
該
支
援
又

は
援
助
に
つ
い
て
国
際
法
上
責
任
を
負
う
。

⒜　

当
該
国
が
、
そ
の
国
際
違
法
行
為
に
関
す
る
事
項
を
知

り
な
が
ら
こ
れ
を
行
い
、
か
つ
、

⒝　

そ
の
行
為
が
、
当
該
国
に
よ
り
行
わ
れ
た
な
ら
ば
国
際

法
上
違
法
で
あ
る
場
合
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第
二
は
、
制
度
面
か
ら
、
難
民
保
護
を
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
に
よ
る

国
際
的
管
理
と
す
る
も
の
で
あ
る（（（
（

。
難
民
に
つ
い
て
国
別
の
実

施
シ
ス
テ
ム
と
な
っ
て
い
る
現
状
を
変
え
る
こ
と
が
必
要
と
い

う
問
題
意
識
の
も
と
、
難
民
保
護
に
つ
き
諸
国
は
共
通
だ
が
差

異
の
あ
る
責
任
を
負
う
と
し
た
上
で
、
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
が
財
政
的

責
任
お
よ
び
受
入
責
任
の
分
配
を
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

第
三
は
、
財
政
面
か
ら
、
難
民
を
発
生
さ
せ
た
国
に
費
用
負

担
を
義
務
付
け
る
も
の
で
あ
る（（（
（

。
難
民
受
入
国
を
他
国
が
支
援

す
る
こ
と
を
定
め
た
国
際
法
は
存
在
せ
ず
、
現
在
そ
の
コ
ス
ト

は
受
入
国
が
ほ
ぼ
全
面
的
に
負
担
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
シ
リ

ア
難
民
が
多
く
押
し
寄
せ
て
い
る
ト
ル
コ
や
レ
バ
ノ
ン
は
多
額

の
費
用
を
負
担
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
国
へ
の
支
援
は
未
整
備

で
あ
る
。
国
連
安
全
保
障
理
事
会
決
議
に
よ
っ
て
、
難
民
を
発

生
さ
せ
た
国
お
よ
び
特
定
の
指
導
者
の
資
産
を
凍
結
し
、
そ
れ

を
難
民
の
支
援
に
あ
て
る
べ
き
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
三
つ
の
提
案
に
加
え
、
や
は
り
難
民
条
約
の
趣
旨
お

よ
び
目
的
が
強
調
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
本
来
な
ぜ
難
民
は
国

際
法
上
の
保
護
の
対
象
と
さ
れ
た
の
か
。「
迫
害
」
要
件
よ
り

も
、「
国
籍
国
の
保
護
を
受
け
ら
れ
ず
人
道
的
保
護
が
必
要
」

で
あ
る
点
が
本
質
で
あ
る
。
現
在
各
国
は
難
民
条
約
の
難
民
の

厳
格
な
定
義
を
維
持
し
、
難
民
の
認
定
数
を
少
な
く
し
て
、
そ

の
少
人
数
を
手
厚
く
保
護
し
て
い
る
。
こ
れ
で
は
難
民
を
含
む

「
越
境
」
す
る
人
々
が
あ
ふ
れ
か
え
る
現
状
に
対
応
で
き
な
い
。

今
ま
さ
に
助
け
を
必
要
と
す
る
多
く
の
人
々
に
、
さ
し
あ
た
り

の
保
護
で
よ
い
か
ら
提
供
す
る
よ
う
、
各
国
が
難
民
条
約
の
運

用
を
自
発
的
に
改
善
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
。

（
１
（　

フ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
、
豊
田
透
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
難
民
庇

護
法
の
改
革
」『
外
国
の
立
法
』
二
六
七
号
（
二
〇
一
六
年
三
月
（

八
六
頁
、
ド
イ
ツ
に
つ
い
て
、
渡
辺
富
久
子
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る

移
民
及
び
難
民
の
滞
在
資
格
」
同
上
一
二
五
頁
、
Ｅ
Ｕ
に
つ
い
て
、

田
村
祐
子
「
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
「
難
民
一
二
万
人
割
当
て
決
定
」」
同

二
六
八
号
（
二
〇
一
六
年
六
月
（
三
頁
を
参
照
。

（
（
（　

日
本
は
一
九
八
一
年
に
難
民
条
約
に
加
入
し
、「
出
入
国
管
理

及
び
難
民
認
定
法
」
を
制
定
し
た
。
二
〇
一
五
年
に
は
七
五
八
六

人
が
難
民
認
定
を
申
請
し
、
二
七
人
が
認
定
さ
れ
た
。
法
務
省
入

国
管
理
局
「
平
成
二
七
年
に
お
け
る
難
民
認
定
者
数
等
に
つ
い
て
」

（
平
成
二
八
年
三
月
二
六
日
（ http://w

w
w

.m
oj.go.jp/

nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri0（_0011（.htm
l

（
最
終
ア
ク
セ
ス
日
二
〇
一
六
年
九
月
二
七
日
（。

（
３
（　Satvinder S. Juss, 

“Free M
ovem

ent and the W
orld 

O
rder

”, International Journal of R
efugee L

aw
 V

ol. 1（ 
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(（00（), p. （90.

（
４
（　

自
由
権
規
約
一
二
条
が
移
民
に
出
る
自
由
を
包
含
す
る
こ
と
に

つ
き
、
以
下
を
参
照
。Sarah Joseph and M

elissa Castan, 
T

he International Covenant on Civil and Political R
ights-

C
ases, M

aterials, and C
om

m
entary (（rd ed. O

xford 
U

niversity Press, （01（), p. （99.

（
５
（　V

incent Chetail, 

“The H
um

an Rights of M
igrants in 

General International Law
, From

 M
inim

um
 Standards to 

Fundam
ental Rights

”, G
eorgetow

n Im
m

igration L
aw

 
Journal V

ol. （8 (（01（), p. （（（.

（
６
（　

二
〇
一
六
年
六
月
現
在
、
国
連
に
は
一
九
三
の
国
が
加
盟
し
て

い
る
が
、
移
住
労
働
者
保
護
条
約
の
当
事
国
数
は
四
八
に
と
ど
ま

る
。
当
事
国
は
中
南
米
や
ア
フ
リ
カ
の
国
に
多
く
、
移
民
が
目
指

す
裕
福
な
国
す
な
わ
ち
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
米
国
、
日
本
な
ど
は
こ
の

条
約
に
加
盟
し
て
い
な
い
。

（
７
（　http://w

w
w

.iom
.int (last visited （7 Septem

ber （01（).

（
８
（　http://m

issingm
igrants.iom

.int  (last visited （7 
Septem

ber （01（).

（
９
（　

二
〇
一
六
年
六
月
現
在
の
当
事
国
数
は
一
四
五
で
あ
る
。

（
10
（　Guy S. Goodw

in-Gill, 

“The Continuing Relevance of 
International R

efugee Law
 in a G

lobalized W
orld

”, 
Intercultural H

um
an R

ights Law
 R

eview
 V

ol. 10 (（015), p. 
（8.

（11

（　A
ndreas Zim

m
erm

ann ed., T
he 1951 C

onvention 
R

elating to the Status of R
efugees and its 1967 Protocol 

A
 Com

m
entary (O

xford U
niversity Press, （011), p. （0 

(hereinafter 

“Com
m

entary

”).

（
1（
（　Id. p. （9.

（
1（
（　Id. p. （（.

（
1（
（　Id. p. （00.

（
15
（　Id. p. （5.

（
1（
（　

こ
の
よ
う
に
条
約
会
議
で
は
「
難
民
お
よ
び
無
国
籍
者
の
地

位
」
と
な
っ
て
い
た
。
現
在
「
無
国
籍
問
題
が
難
民
問
題
と
同
視

さ
れ
な
い
の
は
、
難
民
条
約
上
の
難
民
概
念
を
国
際
法
上
の
難
民

概
念
と
捉
え
る
立
場
、
実
質
的
に
は
迫
害
要
件
を
必
須
と
す
る
難

民
概
念
の
定
着
と
固
定
に
よ
る
。」
と
の
批
判
が
あ
る
。
小
畑
郁

「
移
民
・
難
民
法
に
お
け
る
正
義
論
批
判
―
「
地
球
上
の
ど
こ
か
に

住
む
権
利
」
の
た
め
に
―
」『
世
界
法
年
報
』
第
三
四
号
（
二
〇
一

五
年
（
一
二
一
頁
。

（
17
（　

英
文
は
“for the purpose of the present convention, 

the term
 

“refugee

” m
eans any person placed under the 

U
nited N

ations in accordance w
ith the decisions of 

the General A
ssem

bly.

”で
あ
る
。A

d H
oc Com

m
ittee on 

Statelessness and Related Problem
s, Status of Refugees 

and Stateless Persons-M
em

orandum
 by the Secretary-

General (（ January 1950) U
N

 D
oc. E/A

C. （（/（, available 
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115

at http://w
w

w
.refw

orld.org/docid/（ar（8c（80.htm
l (last 

visited （7 Septem
ber （01（).

（
18
（　

こ
う
し
た
難
民
認
定
プ
ロ
セ
ス
の
政
治
性
を
批
判
す
る
論
考

と
し
て
、
阿
部
浩
己
『
人
権
の
国
際
化
』
一
六
〇
頁
（
現
代
人
文

社
、
一
九
九
八
年
（。

（
19
（　Com

m
entary, supra note 11, p. （1.

（
（0
（　Id. p. （70.

（
（1
（　Id. pp. （99‒（00.

（
（（
（　

例
と
し
て
、H

andbook and Guidelines on Procedures 
and Criteria for D

eterm
ining Refugee Status under the 

1951 Convention and the 19（7 Protocol relating to the 
Status of Refugees (Reissued D

ecem
ber （011), Guidelines 

on T
em

porary Protection or Stay A
rrangem

ents 
(February （01（)

な
ど
が
あ
る
。available at http://w

w
w

.
refw

orld.org/ (last visited （7 Septem
ber （01（).

（
（（
（　U

N
H

CR, Global T
rends （015 (（0 June （01（), available 

at http://w
w

w
.unhcr.org/statistics/unhcrstats/ 

57（（08cd7/unhcr-global-trends-（015.htm
l (last visited （7 

Septem
ber （01（).

（
（（
（　Jam

es H
athaw

ay, A
 Global Solution to a Global 

Refugee Crisis, E
uropean Papers V

ol. 1, no. 1 (（01（), p. 9（.

（
（5
（　

一
九
六
三
年
設
立
の
Ｏ
Ａ
Ｕ
は
、
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